
徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
十
四

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
若
し
く
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
又
は
同
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
（
地
す
べ
り
防
止
区
域
（
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
（
農
林
水
産
大
臣
の
所
管
に
属
す
る

も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
地
域
森
林
計
画
対
象
民
有
林
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
四
十
九
号
）第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
民
有
林（
面

積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
お
い
て
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
八
十
五
の
項
及
び
八
十
六
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

盛
土
又
は
切
土
（
以
下
「
盛
土
等
」
と
い
う
。）
を
す
る
土
地
の
面

積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
一
万
五
千
円
、
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
二
万
六
千
円
、

千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
三
万

七
千
円
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

と
き
は
五
万
六
千
円
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
以
内
の
と
き
は
七
万
円
、
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
九
万
四
千
円
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
十
四
万
円
、
二
万
平
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
二
十
三
万
円
、

四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
三

十
六
万
円
、
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内

の
と
き
は
五
十
二
万
円
、
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
六

再
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徳
島
県
農
林
水
産
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
三
月
十
八
日
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正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
二
十
二
号



八
十
五

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
若
し
く
は
特

定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

の
計
画
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

八
十
六

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
若
し
く
は
特

定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
又
は
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事

に
係
る
中
間
検
査

八
十
七

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
（
地
す
べ
り
防
止
区
域
又
は
地
域
森
林
計
画
対
象
民
有
林
に
お
い
て
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
八
十
八
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

十
八
万
円

変
更
許
可
申
請
一
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
。
た

だ
し
、
そ
の
額
が
六
十
八
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の

額
は
、
六
十
八
万
円
と
す
る
。

イ

宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土
等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更

（
ロ
の
み
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
盛
土
等

を
す
る
土
地
の
面
積
（
ロ
に
規
定
す
る
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ

て
は
変
更
前
の
盛
土
等
を
す
る
土
地
の
面
積
、
盛
土
等
を
す
る
土

地
の
面
積
の
縮
小
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
縮
小
後
の
盛
土
等
を

す
る
土
地
の
面
積
）
に
応
じ
八
十
四
の
項
に
規
定
す
る
額
に
十
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

新
た
な
土
地
の
盛
土
等
を
す
る
土
地
へ
の
編
入
に
係
る
工
事
の

計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
編
入
さ
れ
る
盛
土
等
を
す
る

土
地
の
面
積
に
応
じ
八
十
四
の
項
に
規
定
す
る
額

ハ

そ
の
他
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
一
万
円

盛
土
等
を
す
る
土
地
の
面
積
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は

五
千
円
、
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の

と
き
は
一
万
円
、
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
内
の
と
き
は
二
万
円
、
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十
万
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
三
万
五
千
円
、
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
と
き
は
五
万
円

土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と

き
は
一
万
千
円
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以

内
の
と
き
は
一
万
三
千
円
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
一
万
六
千
円
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
一
万
九
千
円
、
三
千
平
方
メ
ー

再
校



八
十
八

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

八
十
九

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）
第
八
十
八

条
の
規
定
に
基
づ
く
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三

十
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
地
す
べ
り
防
止

区
域
又
は
地
域
森
林
計
画
対
象
民
有
林
に
お
い
て
さ
れ
る
工
事
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
交
付
の
申

ト
ル
を
超
え
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
二
万
八
千
円
、
五

千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
三
万

千
円
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と

き
は
三
万
八
千
円
、
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
万
平
方
メ
ー
ト

ル
以
内
の
と
き
は
五
万
二
千
円
、
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
万

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
七
万
二
千
円
、
七
万
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
は
十
万
八
千
円
、
十
万
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
十
三
万
円

変
更
許
可
申
請
一
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
。
た

だ
し
、
そ
の
額
が
十
三
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額

は
、
十
三
万
円
と
す
る
。

イ

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
（
ロ
の
み
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。）
に
つ
い
て
は
、
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地

の
面
積
（
ロ
に
規
定
す
る
変
更
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
変
更
前

の
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
の
面
積
、
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地

の
面
積
の
縮
小
を
伴
う
場
合
に
あ
っ
て
は
縮
小
後
の
土
石
の
堆
積

を
す
る
土
地
の
面
積
）
に
応
じ
八
十
七
の
項
に
規
定
す
る
額
に
十

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

新
た
な
土
地
の
土
石
の
堆
積
を
す
る
土
地
へ
の
編
入
に
係
る
工

事
の
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
編
入
さ
れ
る
土
石
の
堆

積
を
す
る
土
地
の
面
積
に
応
じ
八
十
七
の
項
に
規
定
す
る
額

ハ

そ
の
他
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
一
万
円

四
百
円
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
以
外

の
証
明
書
の
交
付
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
あ
っ
て
は
、
四
百
十

円
）

再
校



請
に
対
す
る
審
査

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
校
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